
地域包括ケアシステムについて

第98回市町村職員を対象とするセミナー

平成25年6月28日

厚生労働省老健局振興課



いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

２０２５年の地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね
３０分以内に必要なサービスが提供さ
れる日常生活圏域（具体的には中学
校区）を単位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス

（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医
・地域の連携病院

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院 通所・入
所

・急性期病院
・亜急性期・回復期
リハビリ病院

病気になったら･･･

医 療
介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

介護の将来像（地域包括ケアシステム）
○ 住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの実現により、
重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることがで
きるようになります。
○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるために
も、地域包括ケアシステムの構築が重要です。
○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口
は減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差を生じています。
地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や、都道府県が、地域の自主性や主体性に基づ
き、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要です。
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認知症の人
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市町村が指定・監督を行うサービス 都道府県・政令市・中核市が指定・監督を行うサービス

◎地域密着型介護予防サービス

○介護予防認知症対応型通所介護

○介護予防小規模多機能型居宅介護

○介護予防認知症対応型共同生活

介護 （グループホーム）

◎介護予防支援

◎施設サービス
○介護老人福祉施設
○介護老人保健施設
○介護療養型医療施設

◎居宅介護支援

【訪問サービス】 【通所サービス】

【短期入所サービス】

○介護予防福祉用具貸与

○介護予防特定施設入居者生活介護
○特定介護予防福祉用具販売

◎介護予防サービス

○介護予防訪問介護（ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ）

○介護予防訪問入浴介護

○介護予防訪問看護

○介護予防訪問リハビリテーション

○介護予防居宅療養管理指導

○介護予防通所介護（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）

○介護予防通所リハビリテーション

○介護予防短期入所生活介護
（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）

○介護予防短期入所療養介護

【通所サービス】

【短期入所サービス】

○福祉用具貸与

○特定施設入居者生活介護
○特定福祉用具販売

◎居宅サービス

○訪問介護（ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ）

○訪問入浴介護

○訪問看護

○訪問リハビリテーション

○居宅療養管理指導

○通所介護（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）

○通所リハビリテーション

○短期入所生活介護（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）
○短期入所療養介護

介護サービスの種類

【訪問サービス】
◎地域密着型サービス

○定期巡回・随時対応型訪問介護看護

○夜間対応型訪問介護

○認知症対応型通所介護

○小規模多機能型居宅介護

○認知症対応型共同生活介護

（グループホーム）

○地域密着型特定施設

入居者生活介護

○地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護

○複合型サービス
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２０００年度

２００１年度

２００２年度

２００３年度

２００４年度

２００５年度

２００６年度

２００７年度

２００８年度

２００９年度

２０１０年度

２０１１年度

２０１２年度

２０１３年度

２０１４年度

2,911円
（全国平均）

3,293円
（全国平均）

4,090円
（全国平均）

事業運営期間 給付（総費用額）事業計画 保険料

3.6兆円
4.6兆円
5.2兆円

○ 市町村は３年を１期（２００５年度までは５年を１期）とする介護保険事業計画を策定し、
３年ごとに見直しを行う。
○ 保険料は、３年ごとに、事業計画に定めるサービス費用見込額等に基き、３年間を通じて財
政の均衡を保つよう設定される。（３年度を通じた同一の保険料）

4,160円
（全国平均）

第
三
期

第
三
期

第
二
期

第
一
期

第
四
期

第
四
期

第
五
期

第
五
期

5.7兆円
6.2兆円

6.4兆円

6.4兆円
6.7兆円
6.9兆円

7.4兆円
7.8兆円
8.3兆円

8.9兆円
？
？

4,972円
（全国平均）

第

一

期
第

二

期

※2010年度までは実績であり、2011～2012年は予算ベースである。
※2025年度は社会保障に係る費用の将来推計について（平成24年３月）

・
・
・

２０２５年度 21兆円程度（改革シナリオ） 8,200円
程度

改定率

H15年度改定
▲2.3％

H17年度改定
▲1.9％

H18年度改定
▲0.5％

H21年度改定
＋3.0％

H24年度改定
＋1.2％

※2012年度の賃金水準に換算した値

介護給付と保険料の推移
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高齢者人口と要介護認定率

人口 認定者数

認定率（右軸）

【出典】介護保険事業状況報告

年齢階層別に認定率をみると、８０歳以上から認定率約３割と急上昇する

5
5



計 2.44倍

要
介
護

５ 2.10倍

４ 1.98倍

３ 2.28倍

２ 2.42倍

１

2.82倍

経過的

要介護

要
支
援

２

１

（出典：介護保険事業状況報告 月報）

H12.4とH24.4の比較

508
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要支援 要支援１ 要支援２ 経過的要介護 要介護１

要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

（単位：万人）
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469

455
441435

411
387

349

303

258

218

要介護度別認定者数の推移
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15,800 

12,061 

4,174 

1,032 

4,754 

349 

7,348 

1,450 

11,365 

3,424 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介

護（痴呆対応型共同生活介

護）
地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護

訪問介護

（単位：億円）

（注）
・特定入所者介護サービス費

及び予防給付を含む。
・平成22年度は福島県の５町

１村を除く
・平成14年度は居宅介護(支援)

サービス区分別の数値を把握
していない保険者があるため
サービス種類別の計と一致
しない。

・平成１３年度までは訪問通所
サービスという形で集計
されており内訳は不明。

（資料）介護保険事業状況報告年
報

通所介護費用が
急増している。



46.3 
47.2 

49.5 

42.1 

56.0 

51.2 

大都市郊外Ａ団地

Ｂ市中心市街地

Ｃ町全域

買い物で不便や苦労がある世帯の割合

平成23年、農林水産政策研究所、食料品アクセス問題の現状と対応方向

41.7%
34.0%

19.7%
16.7%

15.0%
14.7%
14.2%

12.0%
10.9%

9.9%
8.8%
8.5%

7.5%
6.9%

5.5%
5.2%

4.4%
3.8%
3.8%
3.6%
3.6%
3.0%

家の中の修理、電球交換、部屋の模様替え

自治会活動

掃除

買い物

散歩・外出

食事の準備・調理・後始末

通院

ごみだし

薬をのむ・はる・ぬる

選択

つめきり

預貯金の出し入れ

家・庭の中の移動

体の向きをかえる・寝起き動作

入浴

洗髪

歯磨き、入れ歯の管理

排泄

着替え

職維持を食べる

公共料金の支払い

洗顔

平成23年度老健事業、１人暮らし高齢者・高齢者世帯の生活課題とその
支援方策に関する調査（みずほ総研）
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高齢者の生活支援ニーズ
1人暮らし高齢者世帯が生活行動の中で困っていること
（愛知県居住で75歳以上の1人暮らし高齢者 n=379）

「困る」
「とても困る」と
回答した人の割合
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50,000

100,000

150,000

2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度

高齢者の消費者被害 【70歳以上の相談件数】

9

高齢者の権利擁護に関する課題
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相談・通報件数
虐待判断件数

養護者による高齢者虐待

出典：高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査,厚生労働省

出典：独立行政法人国民生活センターホームページ公表数値
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養介護施設従事者等による高齢者虐待

○高齢者虐待や消費者被害が増加し、高齢者を取り巻く課題が複雑化している。



在宅医療・介護の推進に当たっての課題在宅医療・介護の推進に当たっての課題

39.2

19.4

33.7

38.6

14.2

29.7

12.2

3.5

43.0

43.0

7.7

5.2

5.1

39.3

18.9

38.3

42.4

13.9

29.7

9.4

3.2

49.9

39.4

9.8

3.5
4.5

0 10 20 30 40 50 60

業務多忙で、全員のケアプランを十分に作成…

利用者・家族の意見を十分に聞く時間がない

課題を抽出し、長期目標・短期目標をたてる…

利用者と家族の意見に違いがあり、調整が…

利用者や家族の意見と、ケアマネジャーの意…

必要なサービスが地域に不足している

サービス提供事業者を探すのに時間がかかる

事業所の併設サービス等をケアプランに入れ…

医師との連携が取りづらい

介護保険以外のインフォーマルなサービスが…

指導・監査を前提にしてサービスを調整して…

その他

無回答

医療系

（N=572)
介護系

（N=1242)

○ 65歳以上高齢者のうち、「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者が増加していく（図１）。
○ 世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく（図２）。

○ 在宅医療・介護を推進するには、地域における医療・介護の関係機関の連携が重要であるが、現状では、訪問診
療を提供している医療機関の数も十分とは言えず（図３）、また、連携も十分には取れていない（図４）。

280万人

（9.5％）

345万人

（10.2％）

410万人

（11.3％）

470万人

（12.8％）
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「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者数について,厚生労働省

（％）

4,980 6,008 6,679 7,007 7,298 7,622 

5,403 
6,209 6,512 6,453 6,328 6,254 20.0 
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5,000
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世帯主が65歳以上の夫婦のみの世帯数

世帯主が65歳以上の単独世帯数
世帯主が65歳以上の単独世帯と夫婦のみ世帯の世帯数全体に占める割合

（図２）世帯数（図１）「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者の数と
65歳以上高齢者に占める割合

（世帯）
（％）

国立社会保障・人口問題研究所、2013(平成25)年1月推計の「日本の世帯数の将来推計（全国推計」

箇所 対全数の割
合（％）

病院 2,407 28.0

診療所 19,950 20.0

訪問看護ステーション 5,815 －

病院、診療所：厚生労働省「医療施設調査（静態）」（平成23年）
訪問看護ステーション：介護給付費実態調査（平成23 年）

（図３）訪問診療を実施している医療機関

「居宅介護支援事業所及び介護支援専門員の実態に関する調査報告書」（平成21年度老人保健健康増進等事業）

（図４）ケアマネジャーが困難に感じる点

在宅医療・介護の連携における課題
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ケアマネ事業所で従事しているケアマネジャーの保有資格

Ｈ１５ Ｈ１７ Ｈ１９ Ｈ２１ Ｈ２３

ケアマネジャーの保有資格

○ ケアマネジャーの保有資格については、看護師等の医療系資格の保有者が減少し、介護福
祉士等の介護系資格保有者の比率が高まっている。
○ 直近の試験での合格者の多くは、介護福祉士等の介護系資格保有者であり、看護師等の医
療系資格保有者は少ない。

11
資料出所： 株式会社三菱総合研究所 「居宅介護支援事業所及び介護支援専門員

業務の実態に関する調査報告書」 （平成２３年度老人保健健康増進等事業） 資料出所：老健局振興課調べ

注：同一の者が複数の資格を保有している場合、それぞ
れの資格ごとに１人とカウントしている。
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看護師
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社会福祉士
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介護福祉士
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介護等業務従

事者

14%
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1%

平成24年度介護支援専門員実務研修受講

試験の合格者の保有資格

ケアマネジャーの保有資格



地域包括支援センターの設置状況

○ 地域包括支援センターはすべての保険者に設置されており、全国に4,３２８カ所
○ ブランチ・サブセンターを合わせると設置数は７,０７２カ所となる。
○ 前年比で、センターは１０４カ所増え、ブランチ・サブセンターが205カ所減ったため、全体で

１０１カ所減少
○ 地域包括支援センターの設置主体は、直営が約３割、委託が約７割で、委託が増加している。

地域包括センター設置数 ４,３２８か所

ブランチ設置数 ２,３９１か所

サブセンター設置数 ３５３か所

センター・ブランチ・サブセンター
合計

７,０７２か所

◎地域包括支援センターの設置数

平成２４年度老健事業「地域包括支援センターにおける業務実態に関する調査研究事業報告書」（平成2４年４月現在）

直営
29.9

委託
70.3

◎委託割合（％）

社会福祉

法人
53.3

%

社会福祉

協議会
19%

医療法人
16%

社団法人
3%

財団法人
2%

株式会社
2%

ＮＰＯ法

人
1%

その他
2%

無回答
1%

◎委託法人の構成割合

63.2 63.7 64.6
67.3 69.1 69.1 70.3

0

10

20

30

40

50

60

70

80
委託

直営

不明
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1.7%

25.9%

7.9%

9.3%

17.5%

21.9%

15.8%

その他

地域におけるネットワーク構築

指定介護予防支援業務

介護予防ケアマネジメント業務

包括的・継続的ケアマネジメント

業務

権利擁護業務

総合相談支援業務

職員の力量不足と感じる業務（複数回答）

29.8%

5.3%

21.0%

28.1%

13.7%

2.2%

医療機関

介護保険サービス事業所

障害福祉サービス事業所

地域のインフォーマルサービス

公的機関

その他

地域包括支援センターが抱える課題のうち
「連携が十分でない」と回答した関係機関（複数回答）

地域包括支援センターにおける相談支援状況

○高齢者の自立支援の観点から、地域支援ネットワークを活用したケアマネ支援を実施しているセンターは
半数に留まっている

○地域包括支援センターの約2割は、医療や地域のインフォーマルサービスとの連携に課題を抱えている
○地域包括支援センターの２割以上が、地域のネットワーク構築や権利擁護業務に、職員の力量不足を認識

支援してい

る, 54.8
支援してい

ない, 42.9

無回答2.2

自立支援の観点から地域ネットワークを
生かしたケアマネ支援

出典：平成23年度、地域包括支援センターの業務実態に関する調査研究 (三菱総研）

出典：平成24年度、地域包括支援センターの業務実態に関する調査研究(三菱総研） 13
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「地域包括ケア」に係る理念規定の創設

介護保険法 第5条第3項 （平成23年6月改正、24年4月施行）

国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域で

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給

付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態

等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため

の施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医

療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進する

よう努めなければならない。



○ 「認知症の人は、精神科病院や施設を利用せざるを得ない」という考え方を改め、｢認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域
のよい環境で暮らし続けることができる社会」の実現を目指す。

○ この実現のため、新たな視点に立脚した施策の導入を積極的に進めることにより、これまでの「ケアの流れ」を変え、むしろ逆の流れとする標準的な
認知症ケアパス（状態に応じた適切なサービス提供の流れ）を構築することを、基本目標とする。

今後目指すべき基本目標－ケアの流れを変える－

２ 早 期 診 断 ・ 早 期 対 応

３ 地域での生活を支える医療サービスの構築

気づき～診断まで 日常在宅ケア 日常在宅ケア急性増悪期ケア

５ 地域での日常生活・家族の支援の強化

自宅
家族

本人

気づき

自宅
家族

本人

自宅

家族

本人

認知症初期集中
支援チーム

認知症疾患
医療センター確定診断

かかりつけ医
認知症
疑い

日常診療

居宅サービス
地域密着型サービス等

短期入所等施設を
利用したサービス

認知症行動・心理症状悪化時
などの急性増悪期診療

短期治療
（精神科医療機関等）

日常診療

急性
増悪期

認知症の人やその家族が、認知症と疑われる症状が発生した場合
に、いつ、どこで、どのような医療や介護サービスを受ければよいか理
解できるよう、標準的な認知症ケアパスの作成と普及を推進する。

１ 標準的な認知症ケアパスの作成・普及

「認知症初期集中支
援チーム」の設置

かかりつけ医の認知症対応力の向上

「身近型認知症疾患医療セン
ター」の整備

「認知症の薬物治療に関するガイドライン」の策定 一般病院での認知症の人の手術、処置等の実施の確保

精神科病院に入院が必要な
状態像の明確化

精神科病院からの円滑な退院・
在宅復帰の支援

一般病院・介護保険施設等
での認知症対応力の向上

４ 地域での生活を支える介護サービスの構築

認知症にふさわしい
介護サービスの整備

認知症行動・心理症状が原因で在宅生活が
困難となった場合の介護保険施設等での対応

「グループホーム」の活用の推
進

６ 若年性認知症の特性に配慮し、支援のためのハンドブックを作成、配布するとともに、本人や関係者等が交流できる居場所づくりの設置等を促進する

７ 認知症の人への医療・介護を含む一体的な生活の支援として「認知症ライフサポートモデル」を策定し、これらを踏まえ医療・介護サービスを担う人材を育成する

「認知症地域支援推進員」の設置「認知症サポーターキャラバン」の継続的な実施 市民後見人の育成と活動支援家族に対する支援

老健施設・特養等

15

認知症施策の推進 「今後の認知症施策の方向性について」の概要（平成24年６月18日公表）



6時0時 2時 4時 8時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時
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■背景・課題

○ 訪問介護などの在宅サービスが増加しているものの、重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を２４時間支える仕組み
が不足していることに加え、医療ニーズが高い高齢者に対して医療と介護との連携が不足しているとの問題がある。

■事業の目的・概要

○ このため、平成24年４月に創設した、①日中・夜間を通じて、②訪問介護と訪問看護の両方を提供し、③定期巡回と随時の対応を行う
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の参入を促進するため、事業所立ち上げの際の設備やシステムに要する経費を市町村が助成す
るために必要な交付金を交付する（１施設あたり1,000万円）。

＜定期巡回・随時対応サービスのイメージ＞

オペレー
ター

随時対応

利用者からの通報により、
電話やICT機器等による応対・
訪問などの随時対応を行う

通報

定期巡回型訪
問

定期巡回型訪問

訪問介護と訪問看護が一体
的又は密接に連携しなが
ら、定期巡回型訪問を行う

１．第５期介護保険事業計画での実施見込
み平成24年度 平成25年度 平成26年度

189保険者
（0.6万人／日）

283保険者
（1.2万人／日）

329保険者
（1.7万人／日）

２．社会保障と税の一体改革での今後の利用見込み

平成27年度 平成37年度

１万人／日 １５万人／日

月

火

水

木

金

土

日

水分補給
更衣介助

排せつ介助
食事介助
体位交換

排せつ介助
食事介助通所介護

通所介護

随時訪
問

＜サービス提供の例
＞

体位変換
水分補給

訪問看
護

定期巡
回

＜参考＞

■定期巡回・随時対応型訪問介護看護の推進

夜間・深夜の対応は日中と比べて少なく、

利用者からのコールも少ない。（イメージが

実態と大きく異なっていることが多い。）

【三菱UFJリサーチ＆コンサルティング調査より】

参入していない事業者は、
「夜間・深夜の対応が中心」
「コール対応が中心」 等のイメージ

実態は、

保険者、事業者、ケアマネジャー等に対して、サービ
スの実態や好事例等を伝え、正しい認識を持っても
らえるように努める。



小規模多機能型居宅介護の概要

「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサー
ビスを提供することで、中重度となっても在宅での生活が継続できるよう支援するため、小規模多機能型
居宅介護が創設された（平成１８年４月創設）。

利用者の自宅

在宅生活の支援

様態や希望により、 「訪問」

小規模多機能型居宅介護事業所

「訪問」

人員配置は固定にせず、柔軟な業務遂行を可能に。

様態や希望により、

「泊まり」

○１事業所の登録定員は
２５名以下

○「通い」の利用定員は
登録定員の２分の１
～１５名の範囲内

○「泊まり」の利用定員は
通いの利用定員の
３分の１～９名の範囲内

「通い」を中心 とし
た利用

○居間及び食堂は機能
を十分に発揮しうる適
当な広さ

○泊まりは４．５畳程度で
プライバシーが確保で
きるしつらえ

○介護・看護職員
日中：通いの利用者

３人に１人
＋訪問対応１人

夜間：泊まりと訪問対応
で２人（１人は宿直可）

○介護支援専門員１人

○要介護度別の月単位の定額報酬

《利用者》 《設備》《人員配置》

どのサービスを利用しても、なじみの職員による
サービスが受けられる。

運営推進会議

利用者、利用者の家族、地域住民、
市町村の職員、地域包括支援センター
の職員等による会議において、おおむね
２月に１回以上、活動状況等について
協議・報告・評価を行う。

○ 外部の視点の評価による地域に
開かれたサービス
○ サービスの質の確保



小規模多機能型居宅介護と訪問看護の複合型サービスの概要（イメージ図）

○ 今般、小規模多機能型居宅介護と訪問看護の複数のサービスを組み合わせた複合型事業所を創設し、看
護と介護サービスの一体的な提供により医療ニーズの高い要介護者への支援の充実を図る。

○ 平成24年12月末現在では、 ２５保険者（市町村等）が実施、２４事業所が指定、472人がサービスを利用。

通い

泊まり

※ 地域密着型サービスとして位置づけ

○要介護度が高く、医療ニーズの高い高齢者に対応するため、小規模多機能型居
宅介護のサービスに加え、必要に応じて訪問看護を提供できる仕組みとする
○別々に指定しサービス提供するよりも、小規模多機能型居宅介護事業所に配置
されたケアマネジャーによるサービスの一元管理により、利用者のニーズに応
じた柔軟なサービス提供が可能
○事業者にとっても、柔軟な人員配置が可能

看護

泊まり 通い

介
護

複合型事業所
（小規模多機能型居宅介護と訪問看護）

利用者ニーズに応じた
柔軟な対応

出典：第74回社会保障審議会介護給付費分科会（平成23年5月13日） 資料2
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＜参考＞第５期介護保険事業計画での実施見込み

平成24年度 平成25年度 平成26年度

１０９保険者
（０．２万人／日）

１８５保険者
（０．５万人／日）

２３３保険者
（０．８万人／日）

訪問



１．登録基準

《ハード》 ・床面積は原則25㎡以上 ・構造・設備が一定の基準を満たすこと
・バリアフリー（廊下幅、段差解消、手すり設置）

《サービス》 ・サービスを提供すること （少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供）
［サービスの例：食事の提供、清掃・洗濯等の家事援助 等］

《契約内容》 ・長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないなど、居住の安定が図られた契約で
あること
・敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと
・前払金に関して入居者保護が図られていること
（初期償却の制限、工事完了前の受領禁止、保全措置・返還ルールの明示の義務付け）

24時間対応の訪問看護・介護
「定期巡回随時対応サービス」の活用→介護保険法改正により創設

サービス付き高齢者向け住宅の登録制度の概要
高齢者の居住の安定確保に関する法律（改正法：公布 H23.4.28／施行H23.10.20）

登録戸数：111,966戸
（平成 日現在）
登録戸数：111,966戸
（平成25年5月31日現在）

【併設施設】
診療所、訪問看護ステーション、
ヘルパーステーション、
デイサービスセンター など 19

２．登録事業者の義務
・契約締結前に、サービス内容や費用に
ついて書面を交付して説明すること
・登録事項の情報開示
・誤解を招くような広告の禁止
・契約に従ってサービスを提供すること

３．行政による指導監督
・報告徴収、事務所や登録住宅への立入検査
・業務に関する是正指示
・指示違反、登録基準不適合の
場合の登録取消し

サービス付き高齢者向け住宅

住み慣れた環境で
必要なサービスを受けながら
暮らし続ける

（※有料老人ホームも登録可）



介護予防・日常生活支援総合事業（地域支援事業）

介護予防
サービス等
（予防給付）

介護予防・日常生活支援総合事業

介護保険給付

二次予防事業対象者要 支 援 者

利用者の状態像や意向に応じて、市町村（地域包括支援センター）がサービスの提供内容を判断

介護予防

ケアマネジメン
ト

市町村・地域包括支援センター
ケアマネジメントを実施

20

○ 市町村の選択により、地域支援事業において要支援者・２次予防事業対象者（要介護状態等となるおそれのある高
齢者）向けの介護予防・日常生活支援に資するサービスを総合的に実施できる事業を創設（平成24年４月～）

○ 同事業の導入により、多様なマンパワーや社会資源の活用等が図られ、地域の創意工夫を活かした取組の推進が
期待される。

（例）
・ 要支援と自立を行き来するような高齢者には、総合的で切れ目のないサービスを提供
・ 虚弱・ひきこもりなど介護保険利用につながらない高齢者には、円滑にサービスを導入
・ 自立や社会参加意欲の高い人には、社会参加や活動の場を提供

○ 平成24年度では、27保険者（市町村等）が実施。

生活支援サービス
○ 栄養改善を目的とした配

食、自立支援を目的とした定
期的な安否確認・緊急時対応
等

予防サービス
○訪問型
○通所型

※予防給付と同種のサービスは併給不可



地域住民の参加

高齢者の社会参加

生活支援サービスの充実と高齢者の社会参加

生活支援サービス

生活支援の担い手
としての社会参加

○現役時代の能力を活かした活動
○興味関心がある活動
○新たにチャレンジする活動

・一般就労、起業
・趣味活動
・健康づくり活動、地域活動
・介護、福祉以外の
ボランティア活動 等

○ニーズに合った多様なサービス種別

○住民主体、NPO、民間企業等多様な
主体によるサービス提供

・地域サロンの開催
・見守り、安否確認
・外出支援
・買い物、調理、掃除などの家事支援 等

バックアップ

バックアップ

都道府県等による後方支援体制の充実

市町村を核とした支援体制の充実・強化

○ 単身世帯等が増加し、支援を必要とする軽度の高齢者が増加する中、見守り・配食等の生活支援の必要性
が増加。ボランティア、ＮＰＯ、民間企業等の多様な主体が生活支援サービスを提供することが必要。

○ 高齢者の社会参加をより一層推進することを通じて、元気な高齢者が生活支援の担い手として活躍すること
も期待される。このように、高齢者が社会的役割をもつことにより、生きがいや介護予防にもつながる。
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社会参加は介護予防にも
つながる

ボランティア同士の支え
合い(地域活動を行うこと
で、必要な時に自分も地
域活動による支援を受け
る)の実現

高齢者による自助・互助の取組により介護予防を促進する

民間企業 ボランティアＮＰＯ

バックアップ

市町村を核とした支援体制の充実・強化（コーディネーターの配置、
協議体の設置等を通じた住民ニーズとサービス資源のマッチング、情報集約・情報提供等）

হ



৬

○単身世帯等が増加し、支援を必要とする軽度の高齢者が増加する中、見守り・配食等の生活支援の必要性が増加。

○高齢者の在宅生活を支えるため、ボランティア、ＮＰＯ、民間企業等の多様な事業主体による重層的な生活支援サービスの提供
体制の構築を支援（コーディネーターの配置や協議体の設置などに帯する支援）。

○高齢者の社会参加をより一層推進することを通じて、元気な高齢者が生活支援の担い手として活躍することも期待。高齢者が社
会的役割をもつことにより、生きがいや介護予防にもつながる。

民間とも協働して支援体制を構築

家事援助 安否確認

食材配達

移動販売

配食＋見守り

自
治
会
単
位
の
圏
域

小
学
校
区
単
位
の
圏
域

市
町
村
単
位
の
圏
域

交流サロン

声かけ

コミュニティ
カフェ

権利擁護

外出支援

生活支援サービスの提供イメージ

第15回社会保証制度改革国民会議（平成25年6月13日）資料2－2抄

１２

＜長崎県佐々町の取組み＞

研修を受けた高齢者が、介護予防
事業のボランティアや要支援者の生
活支援サービスを行うことを支援。



第３期計画 第４期計画

2006-2008 2009-2011
第６期計画

2015-2017

第5期計画

2012-2014

第７

平成26（2014）年度までの目標設定

第５期計画は、第３期、第４期計画の延長線上に位置づけられ、
第３期計画策定時に定めた平成26年度までの目標を達成する仕上げの計画となる。

高齢化が本格化する平成27（2015）年度以降におけ
る地域包括ケアの構築を見据えた新たな視点での取組

一方で、第５期計画は、各自治体の高齢化のピークを迎える時期までに、高齢者が地域で安心して暮らせ
る地域包括ケアシステムを構築するために必要となる、①認知症支援策の充実、②医療との連携、③高齢者
の居住に係る施策との連携、④生活支援サービスの充実といった重点的に取り組むべき事項を、実情に応じて
選択して第５期計画に位置づける等、段階的に計画の記載内容を充実強化させていく取組をスタートする時点
となる。

第５期介護保険事業計画の位置づけ



「地域包括ケア」を実現できる事業計画を策定するには

マクロ
計画 サービス目標 基盤整備

ミクロ
個々のケアマネジメント 重度化防止 予防

地 域 ケ ア 会 議

サービス

事業者との
情報共有

給付分析や地域診断を通じた地域の課題の把握

ケースカンファレンス、スーパービジョン

ニーズと現存サービスの
ミスマッチ解消のための

基盤整備

地域課題に対応する

地域支援事業やインフォーマ
ルサービス等の支援の構築
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○地域包括支援センターが開催
○個別ケース（困難事例等）の支援内容を通じた
①地域支援ネットワークの構築
②高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援
③地域課題の把握
などを行う。

○ 地域ケア会議は、
・多職種の第三者による専門的視点を交えて、ケアマネジメントの質の向上を図り、
・また、個別ケースの課題分析等の積み重ねにより、地域課題を発見し、
・地域に必要な資源開発や地域づくり、さらには介護保険事業計画への反映などの政策形成につなげる、
地域包括ケアシステムの実現に向けたツール。

○ 個別ケースを検討する「地域ケア個別会議」は、市町村内の圏域単位での地域包括支援センターが開催。
一方、地域づくりや政策形成等につなげる「地域ケア推進会議」は市町村レベルで開催

○ 平成24年度から本格的に推進を開始。
○ 平成24年6月現在、1,202保険者で実施されているが、その主催者、介護の内容、参加者等は様々であり、個別ケースの

検討を基本としている会議は多くない現状にある。

地域づくり・資源開発

政策形成
介護保険事業計画等への位置づけなど

地域課題の把握

個別の
ケアマネジメント

≪主な構成員≫
自治体職員、包括職員、ケアマネ
ジャー、介護事業者、民生委員、
OT、PT、ST、医師、歯科医師、
薬剤師、看護師、管理栄養士、歯科
衛生士その他必要に応じて参加

※直接サービス提供に当たらない専
門職種も参加

地域包括支援センター（※）レベルでの会議
（地域ケア個別会議）

市町村レベルの会議（地域ケア推進会議）

事例提供

支 援

サービス
担当者会議
（全ての
ケースにつ
いて、多職
種協働によ
り適切なケ
アプランを
検討）

※平成24年4月末現在の地域包括支援センターの箇所数：4,３２８ヶ所（センター・ブランチ・サブセンター合計7,０７２ヶ所）

地域ケア会議

在宅医療
連携拠点

医師会等
関係団体

医療関係
専門職等
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地域ケア会議（包括主催）＝個別支援
※地域ネットワークで在宅介護の限界点を上げる支援

※サービス担当者会議で解決できない課題等

個別課題の解決から始める意義（参考例）

食生活の偏りによる低栄養状態

買い物困難で施設入所を希望

適切な医療・介護、見守り支援体制

地域ケア会議（市町村主催）＝基盤整備

◆医師会等との連携による人材育成

◆医療・介護連携促進のための取組

◆住民への普及啓発と互助の推進

◆買い物支援の組織づくり、企業連携

→地域資源の開発、事業化、政策形成 等

地域課題の発見

◆見守り協力者がいないケースをどうするか

◆徘徊高齢者の早期発見のしくみが必要

◆買い物弱者のエリアに低栄養高齢者多発

◆在宅医、訪問看護師の不足

◆インフォーマルサービス資源の不足 等々

ニーズ量の把握
同様の課題を抱えた住民がどのくらいいるのか

通院困難により医療中断の重度者

認知症高齢者の徘徊、介護者負担

ボランティアの買い物支援で在宅継続

医療との連携、栄養相談、配食利用

かかりつけ医の訪問診療、訪問看護

優先順位
緊急性、対象者数、実行可能性、効果見込みを検討

個別支援に活かす 個別から地域を見る

個別課題
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■事業の目的・概要
○ 地域包括ケアシステムの実現に向け、医療、介護の専門家など多職種が協働してケア方針を検討し、高齢者の

自立支援、認知症の人の地域支援などを推進する「地域ケア会議」の普及・定着を促進する。

国の事業

広域支援員、専門職の派遣広域支援員、専門職の派遣

都道府県の事業 @200万円 市町村の事業 ＠100万円

＜地域ケア会議立ち上げ支援＞

①自立支援型ケアマネジメントの実現に向けた支援

（例） ○地域ケア会議開催に係る参加対象者への周知

○模擬演習会の開催 等

市町村の取組方針を関係者に周知
○認知症高齢者等のケアマネジメント支援
○自立支援に資するケアマネジメント支援
○ケアプランのセカンドオピニオン
○困難事例へのケアマネ支援

②地域包括支援ネットワークの構築、インフォーマルサービスの立ち上げ

（例） ○多職種合同研修会の開催
（医療、介護等の多職種協働の基礎知識の共有、関係強化）

○住民・町内会・配達業者等による孤立化防止企画委員会等

○生きがいサロン等立ち上げ 等

＜地域ケア会議を効果的に実施するために必要な支援＞

○全国会議（先駆的取組み、活用方法の普及）
○地域ケア会議活用マニュアルの作成・普及
○コーディネーターの育成

※報告書の作成・普及

地域支援事業交付金
（包括的支援事業）

後
方
支
援

立
ち
上
げ
支
援

地域包括支援センター等
における地域ケア会議の

開催・運営

補助率：１０／１０（定額）

（参考）地域ケア会議活用推進等事業
２５年度予算案 ２１９百万円

27



□高齢者のニーズ

□住民・地域の課題

□社会資源の課題
・介護
・医療
・住まい
・予防
・生活支援

□支援者の課題
・専門職の数、資質
・連携、ﾈｯﾄﾜｰｸ

○地域資源の発掘

○地域リーダー発掘

○住民互助の発掘

市町村における地域包括ケアシステム構築のプロセス（概念図）

地域の課題の把握と

社会資源の発掘

地域の関係者によ
る対応策の検討

対応策の

決定・実行

地域ケア会議の実施

地域包括支援センター等で
個別事例の検討を通じ地域
のニーズや社会資源を把握

※ 地域包括支援センター
では総合相談も実施。

日常生活圏域ニーズ調査
等

介護保険事業計画の策定のた
め日常生活圏域ニーズ調査を
実施し、地域の実態を把握

医療・介護情報の
「見える化」

（随時）

他市町村との比較検討

ＰＤＣＡサイクル

量
的
・質
的
分
析

■都道府県との連携
（医療・居住等）

■関連計画との調整
・医療計画
・居住安定確保計画
・市町村の関連計画等

■住民参画
・住民会議、セミナー
・パブリックコメント等

■関連施策との調整
・障害、児童、難病施策
等の調整

事
業
化
・施
策
化
協
議

■介護サービス
・地域ニーズに応じた在宅
サービスや施設のバラン
スのとれた基盤整備

・将来の高齢化や利用者数
見通しに基づく必要量

■医療・介護連携
・地域包括支援センターの
体制整備（在宅医療・介
護の連携）

・医療関係団体等との連携

■住まい
・サービス付き高齢者向け
住宅等の整備

・住宅施策と連携した居住
確保

■生活支援／介護予防
・自助（民間活力）、互助
（ボランティア）等によ
る実施

・社会参加の促進による介
護予防

・地域の実情に応じた事業
実施

■人材育成［都道府県が主体］

・専門職の資質向上
・介護職の処遇改善

■地域課題の共有
・保健、医療、福祉、地
域の関係者等の協働に
よる個別支援の充実

・地域の共通課題や好取
組の共有

■年間事業計画への反映

具
体
策
の
検
討

社会資源

課 題 介護保険事業計画の策定等

地域ケア会議 等
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地域包括ケアシステム構築に向けた
在宅医療への期待

多職種協働によるチームケア
高齢者のＱＯＬ向上と自立を支援するための、多職種協働による

ケアマネジメント支援

退院時連携

急性期医療から在宅療養へのシームレスな支援

重度要介護者等への訪問診療等

重度要介護者の生活の場の多様化に伴う、適切な医療の提供

在宅看取りへの対応

在宅看取りの選択を尊重できる体制整備



１．多職種協働による地域支援ネットワークの形成
・医療、介護、福祉のみならず、多様な人材や機関との連携強化

・専門職の効果的な活用とチームアプローチの推進

２．予防的視点と公的サービスの中立公正な分配
・介護保険法2条、4条の遵守

・早期発見・重度化予防と自助、互助、共助、公助の資源を効果的に活用

３．地域診断に基づくニーズと供給体制の一体的把握
・住民ニーズの量的・質的データ分析、地域住民との情報共有

・介護保険事業計画と医療計画の関連づけによる施策展開

４．インフォーマルな社会資源の開発
・住民主体の活動を支援する地区組織活動の強化

・インフォーマルサービスを支える継続的な関わり

５．地域包括支援センターの機能強化
・委託業務の丸投げではなく、保険者としての運営方針や目標を示すこと

・事業のアウトカム評価と成果の共有、ＰＤＣＡサイクル

６．個別支援から地域ケア体制の構築に向けた視点
・個をないがしろにしない、ただし個に埋没しない

・個から地域へと俯瞰的な視点を持ち、好事例を点から面に展開

地域包括ケアシステムの実現に向けた市町村への期待

地域ケア会議は
重要なツール
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これからの高齢者施策

施策化・事業化の推進には

行政職員のチームワークとリレーが大切

■介護保険・医療保険の枠組みだけでは解決できない

■組織横断的な取組への意識改革が必要

保健・医療
部門

介護・障害
福祉部門 まちづくり

部門

農政・経済
部門

土木・交通
部門

財政部門
市長村長
政策部門

上記を実現するための社会基盤整備
（わが市区町村の医療・介護体制のビジョンを持つ）

上記を実現するための社会基盤整備
（わが市区町村の医療・介護体制のビジョンを持つ）

• 健康寿命の延伸と元気高齢者の社会参加への支援

• 病気や要介護状態になっても安心して暮らせるケアの提供

• 健康寿命の延伸と元気高齢者の社会参加への支援

• 病気や要介護状態になっても安心して暮らせるケアの提供
個人支援の充実と
地域支援（まちづくり）
の両輪が必要

生涯教育
部門



地域の特性を踏まえた地域包括ケアシステムの構築

32

○人口規模、人口構成
○高齢化率、要介護認定率
○認知症者数
○都市部、地方部、農村部
○文化、気候、風土、産業、交通
○医療・介護等に係る地域資源

市町村が中心となって
地域の特性を踏まえた、
地域包括ケアシステムを構築して
いくことが必要

地域ごとに高齢者をとりまく状況や
抱える課題は異なる

都道府県においても積極的に
市町村を支援
（人員の派遣、研修、情報共有等）

これに対応したサービス提供体制
や社会基盤のあり方は様々

支援


